
■
「
国
民
健
康
保
険
税
納

期
限
」
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
課
（
内
線
３
７

１
１
～
３
７
２
５
）

　

国
民
健
康
保
険
税
第
２
期
の

納
期
限
は
９
月
１
日（
月
）で
す
。

納
付
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
平
成
26
年
度
中
学
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
実
施
に

つ
い
て

学
務
課
（
内
線
６
５
１
１
）

　　

病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
っ
て
、
保
護
者
が
義
務

教
育
諸
学
校
に
就
学
さ
せ
る
義

務
を
猶
予
ま
た
は
免
除
さ
れ
た

子
女
等
に
対
し
て
、
中
学
校
卒

業
程
度
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う

か
を
認
定
す
る
た
め
に
国
が
行

う
試
験
で
す
。
合
格
し
た
者
に

は
高
等
学
校
の
入
学
資
格
が
与

え
ら
れ
ま
す
。

試
験
日
時　

10
月
30
日
（
木
）

試
験
会
場　

沖
縄
県
庁
13
階
第

３
会
議
室

試
験
科
目　

国
語･

社
会･

数

学
・
理
科　

外
国
語
（
英
語
）

受
験
資
格

①
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ

る
者
ま
た
は
就
学
義
務
猶
予
免

除
者
で
あ
っ
た
者
で
、
平
成
27

年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以

上
に
な
る
者

②
保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務

の
猶
予
ま
た
は
免
除
を
受
け

ず
、
か
つ
、
平
成
27
年
３
月
31

日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す
る
者

で
、
そ
の
年
度
の
終
わ
り
ま
で

に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と

見
込
ま
れ
る
事
に
つ
い
て
や
む

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部

科
学
大
臣
が
認
め
た
者

③
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
16
歳
以
上
に
な
る
者
（
①
お

よ
び
④
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

④
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
平
成
27

年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以

上
に
な
る
者

願
書
受
付
期
間　

８
月
28
日

（
木
）
～
９
月
16
日
（
火
）

※
郵
送
は
、
９
月
16
日
（
火
）

の
消
印
有
効
と
す
る
。
願
書
は

学
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。■

猫
は
室
内
で
飼
う
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
！

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
６
）

　

猫
の
フ
ン
や
尿
で
迷
惑
し
て
い

る
と
の
苦
情
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

野
良
猫
へ
の
無
責
任
な
餌
や

り
行
為
は
、
猫
が
周
辺
に
住
み

つ
く
原
因
と
な
り
、
猫
の
放
し

飼
い
と
同
様
に
ご
近
所
の
敷
地

内
に
フ
ン
・
尿
を
し
た
り
、
ご

み
を
荒
ら
し
た
り
す
る
な
ど
、

周
囲
の
迷
惑
と
な
り
ま
す
。

　

飼
い
猫
は
首
輪
・
迷
子
札（
住

所
・
氏
名
・
連
絡
先
を
記
載
）

を
付
け
、
家
族
の
一
員
と
し
て

最
後
ま
で
責
任
を
持
っ
て
飼
い

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
猫
が
自
然
の
ま
ま
に

繁
殖
し
て
、
飼
い
主
の
い
な
い

不
幸
な
猫
を
増
や
し
て
し
ま
う

こ
と
が
な
い
よ
う
避
妊
・
去
勢

手
術
を
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

■
う
ら
そ
え
の
考
古
資
料
展

文
化
課
（
内
線
６
２
１
６･

６

２
１
７
）

　

市
収
蔵
庫
に
保
管
し
て
い
る

遺
跡
出
土
品
の
う
ち
、
今
回
、

牧
港
補
給
地
区
内
で
昭
和
62（
１

９
８
７
）
年
に
発
掘
調
査
を
実

施
し
た
『
城
間
古
墓
群
』
の
出

土
品
を
一
般
公
開
し
ま
す
。
城

間
古
墓
群
で
は
市
内
最
古
の
爪

形
文
土
器
を
は
じ
め
、
近
世
の

蔵
骨
器
ま
で
の
数
千
年
間
に
わ

た
る
様
々
な
遺
物
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
出
土
品

は
城
間
地
域
の
み
な
ら
ず
、
私

た
ち
の
住
む
浦
添
の
歴
史
も
明

ら
か
に
す
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
30
日
（
火
）
ま
で

９
時
～
17
時

※
休
館
日
月
曜
日　

場
所　

浦
添
グ
ス
ク
・
よ
う
ど

れ
館

費
用　

大
人
１
０
０
円
（
高
校

生
以
上
）、子
供
50
円
（
小
学
生
）

※
市
内
小
中
学
生
は
無
料

■
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
「
現
況
届
」

に
つ
い
て

児
童
家
庭
課 

（
内
線
３
６
１
３
）

　

児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方

は
、
受
給
資
格
確
認
の
た
め
に

「
現
況
届
」
が
必
要
で
す
。
こ

の
届
出
が
な
い
場
合
は
、
８
月

以
降
の
手
当
（
12
月
振
込
）
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
届
出
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
者
に
つ
い
て
は
「
母
子
・
父

子
家
庭
等
医
療
費
助
成
」
の
現

況
届
も
同
時
に
行
い
ま
す
。

受
付
期
間　

８
月
27
日
（
水
）

ま
で
※
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

現
況
届
は
、
８
月
11
日
（
月
）

か
ら
受
付
し
ま
す
。

受
付
場
所　

市
役
所
９
階

受
付
時
間　

９
時
～
11
時
、
13

時
～
16
時
ま
で

受
付
日
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
都
合
が
つ
か
な
い
方
は
期

限
内
（
土
日
を
除
く
）
に
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
混
雑
が

■
第
54
回 

下
水
道
の
日

下
水
道
課
（
内
線
４
６
６
１
）

　

９
月
10
日
は
「
第
54
回
下
水

道
の
日
」
で
す
。
今
年
は
「
げ

す
い
ど
う　

み
ず
の
み
ら
い
を　

ま
も
る
み
ち
」
を
推
進
標
語
に

普
及
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

浦
添
市
で
は
「
下
水
道
パ
ネ
ル

展
」
を
開
催
し
ま
す
。

下
水
道
パ
ネ
ル
展

場
所　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

期
間　

９
月
１
日
（
月
）
～
９

月
５
日
（
金
）
ま
で

　

下
水
道
は
、汚
水
を
科
学
的
、

衛
生
的
に
処
理
し
て
、
き
れ
い

な
水
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
重
要

な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
ま
だ

下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
下
水
道
課
ま
で
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
事
業
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課（
内
線
３
６
１
２
）

　

浦
添
市
で
は
、
母
子
家
庭
の

母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父
の
自

立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
経
理
事
務
、
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
指
定
さ
れ
た
教

育
訓
練
を
受
講
し
た
方
に
対
し

て
、
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。　

対
象
者　

①
浦
添
市
に
住
所
を

有
す
る
母
子
家
庭
の
母
ま
た
は

父
子
家
庭
の
父

②
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
か
、
同
様
の
所
得
水

準
に
あ
る
方

対
象
講
座　

雇
用
保
険
制
度
の

教
育
訓
練
給
付
の
指
定
講
座

等
、
職
業
に
結
び
つ
く
可
能
性

の
高
い
講
座

支
給
額　

対
象
講
座
の
受
講
料

の
20
％
に
相
当
す
る
金
額
（
上

限
10
万
円
、
下
限
４
千
円
）

申
請
か
ら
支
給
ま
で
の
流
れ

①
事
前
相
談

　

講
座
受
講
前
に
児
童
家
庭
課

で
事
前
相
談
を
受
け
る
。

②
指
定
講
座
申
請

　

対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
提

出
す
る
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
発

行
さ
れ
た
教
育
訓
練
給
付
金
支

給
要
件
回
答
書
を
添
付
す
る
。

③
講
座
指
定

　

対
象
者
へ
対
象
講
座
指
定
通

知
書
が
送
付
さ
れ
る
。

④
講
座
受
講

⑤
支
給
申
請

　

講
座
受
講
修
了
後
１
ヵ
月
以

内
に
給
付
金
支
給
申
請
書
を
提

出
す
る
。

⑥
支
給
決
定

　

対
象
者
へ
支
給
決
定
通
知
書

が
送
付
さ
れ
る
。

⑦
請
求

　

給
付
金
請
求
書
を
提
出
す
る
。

⑧
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
。

  

■
水
道
メ
ー
タ
の
定
期
取

換
に
つ
い
て

水
道
部　

配
水
課　

配
水
係

☎
８
７
７

−

８
４
６
２

内
線
（
５
１
５
７
、５
１
５
８
）

　

水
道
メ
ー
タ
は
、
み
な
さ
ん

が
使
用
し
た
水
量
を
正
確
に

計
る
大
切
な
も
の
で
す
。
水
道

メ
ー
タ
は
計
量
法
に
よ
り
使
用

期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

定
期
的
に
新
し
い
も
の
と
取
り

替
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

水
道
部
で
は
計
画
的
に
使
用
期

限
内
に
お
い
て
水
道
メ
ー
タ
の

取
替
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
水

道
メ
ー
タ
の
取
替
は
、
水
道
部

が
委
託
し
た
業
者
が
み
な
さ
ん

の
家
ま
た
は
建
物
を
訪
問
し
、

メ
ー
タ
の
取
替
を
行
い
ま
す
。 

　

そ
の
際
に
は
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
水
道
メ
ー
タ
の
定
期
取
替
費

用
の
個
人
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。

※
下
記
取
替
区
域
の
内
、
今
年

度
該
当
す
る
２
，
２
１
４
個
を

取
替
予
定
で
す
。

※
区
域
番
号
と
は
水
道
番
号
の

上
３
桁
の
番
号
の
こ
と
で
す
。

区
域
番
号
に
つ
い
て
は
、
上
・

下
水
道
料
金
の
お
知
ら
せ
お
よ

び
上
下
水
道
料
金

納
付
通
知
書
等
で

確
認
で
き
ま
す
。

　
市
か
ら
の

　 

お
知
ら
せ

▲貝製品と骨製品
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